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議案第５４号  

 

工事請負契約の締結について 

藤沢駅東西地下通路再整備工事について，次のとおり請負契約を締結する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

  藤沢駅東西地下通路再整備工事 

  門倉組・ガーデンサービス共同企業体 

  代表者 藤沢市辻堂元町四丁目１７番２２号 

株式会社門倉組 

     代表取締役 小 澤 智 幸 

２ 工事の概要 

  施工延長＝２８２メートル 

施工面積＝２,２１７平方メートル 

(1) 構造物撤去工事一式 

(2) 構造物補修工事一式 

(3) 内部改修工事一式 

(4) 仮設工事一式 

(5) 環境配慮工事一式 

(6) 電気設備工事一式 

(7) 機械設備工事一式 

３ 契約金額 

  １,０７８,１１０,０００円 

４ 工事の場所 

藤沢市藤沢５５５番地先 
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５ 工 期 

議決の日着工 

２０２２年（令和４年）３月１５日しゅん工予定 

 

 

 

提案理由 

藤沢駅東西地下通路再整備工事について，請負契約を締結したいので，藤沢市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により

提出する。 

 

 

 

参 考 

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋 

（契約） 

第２条 法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない

契約は，予定価格１５０，０００，０００円以上の工事又は製造の請負とする。 
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＜議案第５４号資料１＞ 

 

藤沢駅東西地下通路再整備工事請負契約の相手方状況調書（１） 

 

１ 会 社 名        藤沢市辻堂元町四丁目１７番２２号 

株式会社門倉組 

  代表取締役 小 澤 智 幸 

２ 資 本 金        ３１,２００千円 

３ 年間工事高       

  令和２年 4 月期 土木一式工事   １,１２６,４２５千円 

 その他工事   ５,１８２,８３３千円 

 合 計    ６,３０９,２５８千円 

  平成３１年４月期 土木一式工事       ８１２,６２９千円 

 その他工事   ４,０５７,９３３千円 

 合 計    ４,８７０,５６２千円 

４ 職 員 数          技術職員            ４５人 

          事務職員            ８８人 

          合  計          １３３人 

５ 創 業         １９１３年（大正２年） 

６ 主な工事実績 

  神奈川県立体育センター西側昇降機整備工事（藤沢市発注） 

   ２０２０年（令和２年）４月しゅん工 

１２９,４８３千円 

藤沢市新庁舎建設工事（藤沢市発注） 

   ２０１７年（平成２９年）１２月しゅん工 

   鹿島建設・門倉組共同企業体 

（１７,９８１,８５４千円） 

持分 ５,３９４,５５６千円 
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藤沢駅東西地下通路再整備工事請負契約の相手方状況調書（２） 

 

１ 会 社 名        藤沢市高谷１番１１号 

ガーデンサービス株式会社 

  代表取締役社長 青 島 鉃 雄 

２ 資 本 金        ２０,０００千円 

３ 年間工事高       

  令和２年３月期 土木一式工事       ３６,５２４千円 

 その他工事      ３３１,１０８千円 

 合 計       ３６７,６３２千円 

  平成３１年 3 月期 土木一式工事       １２８,７５７千円 

 その他工事      ３７２,７５５千円 

 合 計      ５０１,５１２千円 

４ 職 員 数          技術職員             ６人 

          事務職員             ９人 

          合  計           １５人 

５ 創 業         １９８７年（昭和６２年） 

６ 主な工事実績 

  折戸公園整備工事（藤沢市発注） 

   ２０２０年（令和２年）３月しゅん工 

９７,８７９千円 

葛原第二最終処分場上部整備工事（１期分）（藤沢市発注） 

２０１５年（平成２７年）５月しゅん工 

ガーデンサービス・平川造園土木共同企業体 

                 （１７７,０１２千円） 

持分 １０６,２０７千円 
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＜議案第５４号資料２＞ 

 

藤沢駅東西地下通路再整備工事入札状況調書 

  業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

藤 沢 駅 東 西 地 下 通 路 再 整 備 工 事 

門倉組・ガーデンサービス共同企業体 

千円 

９８０,１００ 
落 札 

藤 沢 駅 東 西 地 下 通 路 再 整 備 工 事 

ミ ヤ マ 建 設 ・ 神 南 工 務 店 共 同 企 業 体 

 

９８０,３５０ 
  

 

予 定 価 格 
               千円 

１,２００,８２０  

 

調 査 基 準 価 格  １,０８５,０００  
 

失 格 基 準 価 格    ９７６,５００  
 

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が 

法律上の入札金額です。 
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議案第５５号  

 

市道の認定について 

 次のとおり市道の路線を認定する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 
片瀬 

４１８号線 

片瀬山五丁目１５２８番６１地先 4.0 
～ 
13.6 

45.6 
片瀬山五丁目１５２８番６６地先 

２ 
片瀬 

４１９号線 

片瀬四丁目２４９０番１地先 
4.5 17.8 

片瀬四丁目２４９０番４地先 

３ 
鵠沼 

９４３号線 

鵠沼海岸六丁目３９２６番１２地先 
4.5 23.9 

鵠沼海岸六丁目３９２６番７地先 

４ 
藤沢 

７７５号線 

藤沢字東横須賀６５６番４１地先 4.0 
～ 
 6.0 

57.1 
藤沢字東横須賀５４５番３０１地先 

５ 
藤沢 

７７６号線 

西富字西原５９８番２地先 
6.0 58.7 

西富字西原６０８番１１地先 

６ 
藤沢 

７７７号線 

西富字西原４９７番１地先 2.8 
～ 
4.5 

307.9 
西富字西原６０８番９地先 

７ 
明治 

５２６号線 

城南五丁目６８４番５地先 4.5 
～ 
5.0 

69.8 
城南五丁目６８４番１４地先 
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８ 
長後 

 ９３２号線 

高倉字上谷戸６２０番４地先 4.0 
～ 
 6.0 

45.1 
高倉字上谷戸６２０番１１地先 

９ 
御所見 

１１４３号線 

用田字南原５８８番１２地先 

用田字南原５８８番１５地先 
5.0 25.0 

 

 

 

提案理由 

 片瀬４１８号線ほか８路線を認定したいので，道路法第８条第２項の規定により

提出する。 

 

 

 

参 考 

 道路法 抜粋 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは，市町村の区域内に存する道路で，市町村長

がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては，あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

（路線の廃止又は変更） 

第１０条 都道府県知事又は市町村長は，都道府県道又は市町村道について，一般

交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては，当該路線の全部又

は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても，同様とする。 

２ 都道府県知事又は市町村長は，路線の全部又は一部を廃止し，これに代わるべ

き路線を認定しようとする場合においては，これらの手続に代えて，路線を変更

することができる。 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道

の路線の廃止又は変更について，第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は

前２項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について，それぞれ準用する。 
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議案第５６号  

 

市道の廃止について 

 次のとおり市道の路線を廃止する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 
片瀬 

４１１号線 

片瀬山五丁目１５２８番６１地先 4.1 
～ 
6.6 

43.9 

片瀬二丁目１６０９番地先 

２ 
藤沢 

５７号線 

藤沢字東横須賀６５６番６地先 3.6 
 ～ 

4.9 
81.6 

藤沢字東横須賀６５４番５地先 

３ 
藤沢 

４８６号線 

西富字西原４９７番１地先 3.1 
～ 
 5.4 

339.5 

西富字西原６０８番地先 

４ 
藤沢 

７１１号線 

西富字西原５９８番２地先 6.0 
～ 

 10.2 
24.9 

西富字西原５９８番２２地先 

５ 
長後 

２４号線 

高倉字上谷戸６２０番４地先 4.0 
～ 
 6.0 

26.0 

高倉字上谷戸６２０番６地先 
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提案理由 

 片瀬４１１号線ほか４路線を廃止したいので，道路法第１０条第３項の規定によ

り提出する。 
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議案第５７号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  藤沢市藤沢駅前広場（サンパール広場・サンパレット広場） 

２ 指定管理者となる団体 

  藤沢市藤沢６０７番地の１ 

  一般社団法人藤沢駅周辺地区エリアマネジメント 

３ 指定の期間 

  ２０２１年（令和３年）４月１日から２０２４年（令和６年）３月３１日まで 

 

 

 

提案理由 

 藤沢市藤沢駅前広場の指定管理者を指定したいので，地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により提出する。 

 

 

 

参 考 

 地方自治法 抜粋 

 （公の施設の設置，管理及び廃止） 

第２４４条の２ 
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６ 普通地方公共団体は，指定管理者の指定をしようとするときは，あらかじめ，当

該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第５８号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  藤沢市湘南台文化センター 

２ 指定管理者となる団体 

藤沢市円行二丁目３番地の１７ 

公益財団法人藤沢市まちづくり協会・藤沢市民会館サービスセンター株式会社

共同事業体 

３ 指定の期間 

  ２０２１年（令和３年）４月１日から２０２６年（令和８年）３月３１日まで 

 

 

 

提案理由 

 藤沢市湘南台文化センターの指定管理者を指定したいので，地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により提出する。 
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議案第５９号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

大道子どもの家 

２ 指定管理者となる団体 

藤沢市朝日町１０番地の８ 

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

３ 指定の期間 

２０２１年（令和３年）４月１日から２０２３年（令和５年）３月３１日まで 

 

 

 

提案理由 

 大道子どもの家の指定管理者を指定したいので，地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により提出する。 
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議案第６０号  

 

藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について 

 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例（昭和３１年藤沢市条例第３６号）

の一部を次のように改正する。 

第２１条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に改める。 

第２条 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２１条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７.５」に改め

る。 

附 則 

この条例は，令和２年１２月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和

３年４月１日から施行する。 

  

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国家公務員の給与改定に準じて，本市の短時間勤務会

計年度任用職員の期末手当の支給割合を改定する必要による。 
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 議案第６１号 

    

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について 

 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

                                      藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和３２年藤沢市条例第

２９号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１６０」を「１００分の１５５」に改める。 

第２条 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１５５」を「１００分の１５７.５」に改める。 

附 則 

この条例は，令和２年１２月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和

３年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国家公務員の給与改定に準じて，本市の常勤特別職の

職員の期末手当の支給割合を改定する必要による。 
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議案第６２号  

 

藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部改正について 

藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 （藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 藤沢市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年藤沢市条例第６号）の一

部を次のように改正する。 

第１７条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に，「１００

分の１１０」を「１００分の１０５」に改め，同条第３項中「１００分の１３０」

を「１００分の１２５」に，「１００分の１１０」を「１００分の１０５」に改

める。 

第２条 藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１７条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７.５」に，

「１００分の１０５」を「１００分の１０７.５」に改め，同条第３項中

「１００分の１２５」を「１００分の１２７.５」に，「１００分の１０５」を

「１００分の１０７.５」に改める。 

 （藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年藤沢市条例

第１０号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に，「１００分
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の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第４条 藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７ .５」に，

「１００分の１６５」を「１００分の１６７.５」に改める。 

附 則 

この条例は，令和２年１２月１日から施行する。ただし，第２条及び第４条の規

定は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国家公務員の給与改定に準じて，本市の一般職の職員

の期末手当の支給割合を改定する必要による。 
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議案第６３号  

 

 藤沢市手数料条例の一部改正について 

藤沢市手数料条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

  

 

藤沢市手数料条例の一部を改正する条例 

 藤沢市手数料条例（平成１２年藤沢市条例第４８号）の一部を次のように改正す 

る。 

第２条第６項を次のように改める。 

６ 別表第５の１の表に規定する営業の許可の申請が次の各号のいずれかに該当す

る場合は，その許可の審査に係る手数料は当該各号に定めるところによる。 

(1) 営業の許可を受けようとする者が５月を超えない期間を付して申請する場合

 同表に定める額の半額 

(2) 営業の許可を得ている者が，当該営業の許可の有効期間（有効期間が５月を

超える場合に限る。）の満了に際し，引き続き同一の営業の許可を受けようと

する場合 同表に定める額に０．７５を乗じて得られた額 

 別表第５の１の表を次のように改める。 

 １ 食品衛生法(昭和２２年法律第２３３号。以下この表において「法」とい

う。)及び食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号。以下この号において

「令」という。）による事務の手数料 

項 手数料を徴収する事務 単位 金額 

１ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第１号の
飲食店営業の許可申請に対する審査 

１件 １６,０００円 
  

２ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第２号の
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理
し，調理された食品を販売する営業の許可申請に対
する審査 

１件 ９,６００円 
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３ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第３号の
食肉販売業の許可申請に対する審査 

１件 ９,６００円 
 

４ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第４号の
魚介類販売業の許可申請に対する審査 

１件 ９,６００円 
 

５ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第５号の
魚介類競り売り営業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

６ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第６号の
集乳業の許可申請に対する審査 

１件 ９,６００円 
 

７ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第７号の
乳処理業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

８ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第８号の
特別牛乳搾取処理業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

９ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第９号の
食肉処理業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

１０ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第１０号
の食品の放射線照射業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

１１ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第１１号
の菓子製造業の許可申請に対する審査 

１件 １４,０００円 
 

１２ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第１２号
のアイスクリーム類製造業の許可申請に対する審査 

１件 １４,０００円 
 

１３ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第１３号
の乳製品製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

１４ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第１４号
の清涼飲料水製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

１５ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第１５号
の食肉製品製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

１６ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第１６号
の水産製品製造業の許可申請に対する審査 

１件 １６,０００円 
 

１７ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第１７号
の氷雪製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

１８ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第１８号
の液卵製造業の許可申請に対する審査 

１件 １４,０００円 
 

１９ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第１９号
の食用油脂製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

２０ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第２０号
のみそ又はしょうゆ製造業の許可申請に対する審査 

１件 １６,０００円 
 

２１ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第２１号
の酒類製造業の許可申請に対する審査 

１件 １６,０００円 
 

２２ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第２２号
の豆腐製造業の許可申請に対する審査 

１件 １４,０００円 
 

２３ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第２３号
の納豆製造業の許可申請に対する審査 

１件 １４,０００円 
 

２４ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第２４号
の麺類製造業の許可申請に対する審査 

１件 １４,０００円 
 

２５ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第２５号
のそうざい製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

２６ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第２６号
の複合型そうざい製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
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 別表第５の２０の表中「１９の表」を「２０の表」に改め，同表中４の項から６

の項までを削り，７の項を４の項とし，８の項から１０の項までを３項ずつ繰り上

げ，同表を別表第５の２１の表とする。 

 別表第５の１９の表の次に次の１表を加える。 

２０ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第５７号。以

下この表において「法」という。）による事務の手数料 

項 手数料を徴収する事務 単位 金額 
１ 法第１５条第２項の規定による輸出証明書の発行

申請に対する審査 
１件 ８７０円 

２ 法第１７条第２項の
規定による適合施設
の認定申請に対する
審査 

(１)現地調査を行う場合 １件 ２０,９００円 

(２)(１)以外の場合 １件 １０,４００円 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年６月１日から施行する。ただし，別表第５の２０の表の

改正規定（「１９の表」を「２０の表」に改める部分に限る。）及び同表を別表

第５の２１の表とし，別表第５の１９の表の次に１表を加える改正規定は同年４

月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の藤沢市手数料条例の規定は，この条例の施行の日以後

の申請に係る手数料から適用し，同日前の申請に係る手数料については，なお従

前の例による。 

３ この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律

２７ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第２７号
の冷凍食品製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

２８ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第２８号
の複合型冷凍食品製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

２９ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第２９号
の漬物製造業の許可申請に対する審査 

１件 １４,０００円 
 

３０ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第３０号
の密封包装食品製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
 

３１ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第３１号
の食品の小分け業の許可申請に対する審査 

１件 １４,０００円 
 

３２ 法第５５条第１項の規定による令第３５条第３２号
の添加物製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１,０００円 
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第４６号）第２条の規定による改正前の食品衛生法（以下この項において「旧法」

という。）第５２条第１項の許可を受けて食品衛生法等の一部を改正する法律の

一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和元年政令第

１２３号。以下この項において「改正政令」という。）第１条の規定による改正

前の食品衛生法施行令第３５条各号の営業（改正政令第１条の規定による改正後

の食品衛生法施行令第３５条各号のいずれかに該当する営業に限る。）を行って

いる者が，当該許可に係る旧法第５２条第３項の有効期間（有効期間が５月を超

える場合に限る。）の満了に際し，引き続き同一の営業の許可を受けようとする

場合には，その許可の審査に係る手数料は，改正後の第２条第６項第２号に定め

る額とする。 

４ 魚介類行商等に関する条例を廃止する等の条例（令和２年神奈川県条例第４２

号）附則第３項の規定によりなおその効力を有することとされた同条例第１条の

規定による廃止前の魚介類行商等に関する条例（昭和４１年神奈川県条例第４２

号）第３条第１項の規定による魚介類加工業（魚介類を食品に加工するものに限

る。）の営業の許可を受けている者が，当該許可（有効期間が５月を超えるもの

に限る。）の有効期間の満了に際し，引き続き同一の営業に係る同項の規定によ

る許可を受けようとする場合における申請に対する審査の手数料は，なお従前の

例による。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，食品衛生法及び食品衛生法施行令の一部が改正され，

営業許可業種が変更されたことに伴い，許可申請に係る手数料を見直し，農林水産

物及び食品の輸出の促進に関する法律が制定され，輸出証明書の発行等の手数料が

新設されたことに伴い，当該事務に係る手数料を定める等，所要の改正をする必要

による。 
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議案第６４号  

 

藤沢市税外収入金に関する延滞金条例及び藤沢市道路占用料徴収条例

の一部改正について 

 藤沢市税外収入金に関する延滞金条例及び藤沢市道路占用料徴収条例の一部を次

のように改正する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市税外収入金に関する延滞金条例及び藤沢市道路占用料徴収条例

の一部を改正する条例 

（藤沢市税外収入金に関する延滞金条例の一部改正） 

第１条 藤沢市税外収入金に関する延滞金条例（昭和３８年藤沢市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準

割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２

項に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め，「（以下「特例基準割合適用年」

という。）」を削り，「当該特例基準割合適用年における特例基準割合」を「そ

の年における延滞金特例基準割合」に，「当該特例基準割合に」を「当該延滞金

特例基準割合に」に改める。 

（藤沢市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第２条 藤沢市道路占用料徴収条例（昭和３９年藤沢市条例第５７号）の一部を

次のように改正する。 

 付則第２項を削り，付則第１項の見出しを削り，同項の項番号を削る。 

   附 則 

１ この条例は，令和３年１月１日から施行する。 
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２ 改正後の藤沢市税外収入金に関する延滞金条例及び藤沢市道路占用料徴収条例

の規定は，延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて

適用し，同日前の期間に対応するものについては，なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，租税特別措置法及び地方税法の一部が改正されたこと

に伴い，規定の整備をする必要による。 
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  議案第６５号  

  

藤沢市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例の

制定について 

藤沢市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例を次のように

定める。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

  

 

藤沢市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号。以下「政

令」という。）第８条第１項の規定に基づき，この市が設置する食品衛生検査

施設の設備及び職員の配置に関する基準を定めるものとする。 

 （設備基準） 

第２条 食品衛生検査施設の設備の基準は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 理化学検査室，微生物検査室，事務室等を設けること。 

(2) 純水装置，定温乾燥器，ディープフリーザー，電気炉，ガスクロマトグラ

フ，分光光度計，高圧滅菌器，乾熱滅菌器，恒温培養器，嫌気培養装置，恒

温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。 

 （職員の配置基準） 

第３条 食品衛生検査施設の職員の配置の基準は，検査又は試験のために必要な職

員を置くこととする。 

   附 則 

１ この条例は，令和３年６月１日から施行する。 

２ 藤沢市食品衛生法の施行に関する条例（平成１７年藤沢市条例第３１号）は，

廃止する。 
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提案理由 

 この条例を提出したのは，食品衛生法及び食品衛生法施行規則の一部が改正され

たことに伴い，規定の整備をする必要による。 
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議案第６６号  

 

藤沢市公民館条例の一部改正について 

藤沢市公民館条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市公民館条例の一部を改正する条例 

藤沢市公民館条例（昭和３４年藤沢市条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

第７条第１項中「２月前」を「３月前の月の２０日」に，「）の月の初日（電子

情報処理組織を使用して申請する場合にあつては同月の１５日）」を「の月の初

日）」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和３年３月２０日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，新型コロナウイルス感染拡大防止対策としての新しい

生活様式に対応するため，公民館の使用申請手続において使用申請期間の初日に実

施している抽選について電子抽選方式を導入することに伴い，所要の改正をする必

要による。 
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議案第６７号 

 

藤沢市スポーツ振興基金条例の一部改正について 

藤沢市スポーツ振興基金条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市スポーツ振興基金条例の一部を改正する条例 

藤沢市スポーツ振興基金条例（平成２１年藤沢市条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条中「市民のスポーツ活動に対する奨励，支援及び顕彰のため」を「第１条

に掲げる目的」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

をはじめとする市民又は市内の競技者の育成，生涯スポーツの推進，スポーツの普

及啓発その他スポーツ活動の振興に向けた市民の寄付，協働等の取組に資するため，

スポーツ振興基金の処分の目的を拡大する必要による。 



- 28 - 

議案第６８号  

 

藤沢市消防団に関する条例及び藤沢市消防団員の退職報償金に関する

条例の一部改正について 

 藤沢市消防団に関する条例及び藤沢市消防団員の退職報償金に関する条例の一部

を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市消防団に関する条例及び藤沢市消防団員の退職報償金に関する

条例の一部を改正する条例 

（藤沢市消防団に関する条例の一部改正） 

第１条 藤沢市消防団に関する条例（昭和３５年藤沢市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

第１条中「名称および」を「名称及び」に，「ならびに」を「並びに」に，

「法第１９条第２項および」を「法第１９条第２項及び」に改め，「第２３条」

の次に「第１項」を加え，「消防団の定員」を「非常勤の消防団の定員」に改

める。 

第２条（見出しを含む。）中「および」を「及び」に改める。 

第４条第１項を次のように改める。 

 消防団員は，次の各号のいずれにも該当する者のうちから任用する。 

(1) この市の区域内に居住し，勤務し，若しくは通学する者又はこの市の区域

に隣接する市町に居住し，団長が消防団活動を支障なく行えると認める者で

あること。 

(2) 年齢満１８歳以上の者であること。 

第７条に次の１項を加える。 

２ 前項の階級に欠員を生じた場合において，補欠の者の任期は，前任者の残
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任期間とする。 

第８条中「消防団長」を「消防団員」に改め，「その旨を」の次に「書面に

より」を加える。 

第１０条中「もしくは」を「又は」に改める。 

第１２条を次のように改める。 

（基本報酬及び出動報酬の支給方法） 

第１２条 基本報酬及び出動報酬は，４月１日から起算し，６月を１期として，

各期末の翌月末日までに支給する。 

２ 基本報酬は，消防団員が新たに任命された場合は，その月から，退職又は

免職等により職を離れた場合は，その月まで月割計算（基本報酬額の改定を

含む。）により支給する。これらの場合の基本報酬月割額は，別表第１に定

める額を１２で除して得た額とする。 

第１３条第２号中「または」を「又は」に改め，同条第４号中「ならびに」

を「又は」に改める。 

第１４条第１項中「消防団員で」の次に「都合により」を加え，「居住地を

離れる」を「消防団の活動に従事できなくなる」に改め，同条第２項中「居住

地を離れる」を「消防団の活動に従事できなくなる」に改める。 

第１８条を第１９条とする。 

第１７条第１項中「または」を「又は」に改め，同条第２項中「手続き」を

「手続」に改め，同条を第１８条とする。 

第１６条第１項中「一つに」を「いずれかに」に改め，「任命権者は，」の

次に「当該団員を」を加え，「または」を「又は」に改め，同項第２号中「た

えない」を「堪えない」に改め，同条第２項中「手続き」を「手続」に改め，

同条を第１７条とする。 

第１５条中「または消防団員で」を「又は消防団員で」に，「一つに」を

「いずれかに」に，「または消防団長は」を「又は消防団長は」に改め，同条

第１号中「または」を「又は」に改め，同条を第１６条とする。 

第１４条の次に次の１条を加える。 

（消防団員の休団） 

第１５条 長期間消防団活動に従事することができない消防団員は，３年を超
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えない範囲で，消防団活動を休止（以下「休団」という。）することができ

る。 

２ 消防団員が休団しようとするときは，あらかじめ，団長にあっては市長，

団長以外の消防団員にあっては団長の承認を受けなければならない。 

３ 休団中の消防団員が復帰しようとするときは，前項の規定を準用する。 

４ 休団中の消防団員が復帰したときの階級は，休団をした日の階級とする。 

５ 休団中の消防団員については，第９条，第１０条，第１１条及び前条の規

定は，適用しない。 

６ 消防団員が休団する場合及び休団から復帰する場合の基本報酬については，

第１２条後段の規定を準用する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第９条関係） 

階級 支給額（年額） 

団長 ８４,８００円 

副団長 ７０,４００円 

分団長 ５８,７００円 

副分団長 ４９,５００円 

部長 ４３,０００円 

班長 ３８,４００円 

団員 ３６,５００円 

（藤沢市消防団員の退職報償金に関する条例の一部改正） 

第２条 藤沢市消防団員の退職報償金に関する条例（昭和３９年藤沢市条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項ただし書中「場合には，その月は」を「場合における当該月及

び休団した日の属する月と休団から復帰した日の属する月が同じである場合に

おける当該月は，」に改め，「就職」の次に「又は復職」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日において消防団員である者のうち改正前の藤沢市消

防団に関する条例第３条に掲げる階級にあるものの補欠として任命されているも

のについては，その任期は，改正前の同条例第７条の規定にかかわらず，その日

に満了する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，地域住民の安全・安心を確保する観点から，消防団員

の確保を含む地域防災力の充実強化を図るため，消防団員の資格を見直し，休団制

度を設け，基本報酬を引き上げること等に伴い，所要の改正をする必要による。 
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議案第６９号  

 

藤沢市火災予防条例の一部改正について 

 藤沢市火災予防条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市火災予防条例の一部を改正する条例 

藤沢市火災予防条例（昭和４８年藤沢市条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

第１０条の２第１項中「第４７条第１０号」を「第４７条第１１号」に改める。 

第１３条第２項中「おおわれた」を「覆われた」に改める。 

第１３条の２第１項中「変圧して，」の次に「電気自動車等（」を，「原動機付

自転車をいう。」の次に「第１２号において同じ。）をいう。」を加え，「５０キ

ロワット」を「２００キロワット」に改め，同項中第１４号を第１８号とし，第 

１３号を第１７号とし，同項第１２号イ後段を削り，同号に次のように加える。 

ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし，異常な高温又は低温を検知した

場合には，急速充電設備を自動的に停止させること。 

エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし，制御機能の異常を検知した

場合には，急速充電設備を自動的に停止させること。 

第１３条の２第１項中第１２号を第１６号とし，同号の前に次の３号を加える。 

(13)コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。

以下この号において同じ。）について，操作に伴う不時の落下を防止する措置

を講ずること。ただし，コネクターに十分な強度を有するものにあつては，こ

の限りでない。 

(14)充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあつては，当該液体が漏

れた場合に，漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。



- 33 - 

また，充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自

動的に検知する構造とし，当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には，

急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

(15)複数の充電用ケーブルを有し，複数の電気自動車等に同時に充電する機能を

有するものにあつては，出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する

構造とし，当該開閉器の異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停

止させる措置を講ずること。 

第１３条の２第１項中第１１号を第１２号とし，第７号から第１０号までを１号

ずつ繰り下げ，同項第６号中「を動力源とする」を削り，同号を同項第７号とし，

同項第５号中「を動力源とする」を削り，同号を同項第６号とし，同項第４号中

「を動力源とする」を削り，同号を同項第５号とし，同項中第１号から第３号まで

を１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

(1) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を

防止するための措置が講じられているものを除く。）を屋外に設ける場合にあ

つては，建築物から３メートル以上の距離を保つこと。ただし，不燃材料で造

り，又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは，この限りではない。 

第１９条（見出しを含む。）中「充てん」を「充塡」に改める。 

第２８条第３項中「おおい」を「覆い」に改める。 

第４７条第１４号中「充てん」を「充塡」に改め，同号を同条第１５号とし，同

条第１０号から第１３号までを１号ずつ繰り下げ，同条第９号の次に次の１号を加

える。 

(10)急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている急速充電設備

のうち，改正後の第１３条の２第１項の規定に適合しないものについては，当該

規定は，適用しない。 

 



- 34 - 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国が定める対象火気設備等の位置，構造及び管理並び

に対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が

改正されたこと等に伴い，規定の整備をする必要による。 


